
 

平成２５年２月７日判決言渡 同日判決原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押処分取消請求事件 

口頭弁論終結の日 平成２４年１１月１４日 

 

判     決 

原告       Ｘ 

被告       国 

処分行政庁    岐阜南税務署長 

 

主     文 

１ 処分行政庁が平成２１年６月２３日付けで別紙物件目録記載の土地に対してし

た差押処分を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は、処分行政庁が、原告の長男であるＡ（以下「Ａ」という。）の滞納

国税に係る換価の猶予として担保提供された原告所有の別紙物件目録記載の土

地（以下「本件土地」という。）について、滞納処分の例により処分して上記

滞納国税を徴収するため、差押処分を行ったところ、原告が、上記担保提供は

原告に無断で行われたものであるから自らにその効力は帰属せず、これを前提

として行われた差押処分は違法であるとして、上記差押処分の取消しを求めた

事案である。 
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２ 前提事実（証拠等の掲記がないものは当事者間に争いがない。以下、書証番

号は、特記しない限り枝番を含む。） 

（１）原告の家族関係等 

ア 原告（昭和２０年６月９日生）は、平成１３年２月１日に死亡したＢ（以

下「亡Ｂ」という。）との間に、長女Ｃ（昭和４８年３月２６日生。以下

「Ｃ」という。）、長男Ａ（昭和４９年５月１６日生）及び二女Ｄ（昭和

５４年３月２９日生。以下「Ｄ」という。）をもうけた。（甲３、６、７） 

イ 原告は、平成１３年２月１日、相続により本件土地を取得した。（甲２、

乙１０） 

（２）Ａの国税滞納状況等 

ア Ａは、平成１２年頃から、Ｅ（以下「Ｅ」という。）の経営するＦの従

業員として、岐阜県所在の飲食店３店舗（以下「本件店舗」という。）の

企画業務等に従事していたところ、平成１９年５月頃には、オーナーとし

て本件店舗を経営するようになった。（甲６、７） 

イ Ａは、平成１９年９月１０日、処分行政庁に対し、平成１６年分ないし

平成１８年分の所得税並びに平成１８年１月１日から同年１２月３１日ま

での課税期間の消費税及び地方消費税について、それぞれ期限後申告をし

た。 

ウ Ａは、平成１９年９月１４日、前記イの各期限後申告に係る本税（所得

税の総額２０６５万０１００円並びに消費税及び地方消費税の総額２８１

万３８００円。以下「本件本税」という。）を全額納付した。 

エ 処分行政庁は、平成１９年１０月１６日、Ａに対し、前記アの各期限後

申告に係る重加算税合計９３７万６０００円の賦課決定処分を行った。 

オ その後、Ａは、平成２０年４月１２日に死亡するまでの間に、前記エの

重加算税及び延滞税の一部を納付した。その結果、平成２０年４月１日時

点におけるＡの滞納国税（以下「本件滞納国税」という。）は、別紙租税
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債権目録記載のとおりとなった。 

（３）担保提供の経緯等 

ア Ａは、平成２０年２月１３日、処分行政庁に対し、税理士Ｇ（以下「Ｇ

税理士」という。）をＡの代理人と定める旨の税務代理権限証書を提出し

た。（乙９） 

イ Ｇ税理士は、平成２０年４月１日、処分行政庁に対し、本件土地を本件

滞納国税についての国税通則法（以下「通則法」いう。）５０条３号所定

の担保として提供するため、①本件土地を担保として提供する旨が記載さ

れた「担保提供書」（乙１１。以下「本件担保提供書」という。）及び②

本件土地に被担保債権を本件滞納国税１００８万１５１０円、債務者をＡ

とする同月７日設定の抵当権設定契約（以下「本件抵当権設定契約」とい

う。）に基づく抵当権設定登記をすることを承諾する旨が記載された「抵

当権設定登記承諾書」（乙１２。以下「本件抵当権設定登記承諾書」とい

い、本件担保提供書と併せて「本件担保提供書類」という。）とともに、

同年３月２７日付けの原告の印鑑登録証明書（乙１３）を提出した。 

ウ 処分行政庁は、平成２０年４月７日、Ａに対し、本件滞納国税について、

国税徴収法（以下「徴収法」という。）１５１条１項２号に基づき、本件

土地を担保として、平成２１年３月３１日まで滞納処分による財産の換価

を猶予した（以下「本件換価の猶予」という。）。 

エ 処分行政庁は、平成２０年４月８日、Ａに対し、担保受領書を送付した。

その際、処分行政庁は、原告とＡが親子で、住所地が同一であったことか

ら、上記担保受領書を入れた郵便物の中に、原告宛ての「物上保証等の確

認書」（乙１７。以下「本件確認書」という。）を同封した。 

オ 処分行政庁は、平成２０年４月１０日、本件土地について、本件換価の

猶予に係る本件滞納国税について、本件抵当権設定契約を原因とし、債権

額を１００８万１５１０円、債務者をＡ、抵当権者を財務省（取扱庁岐阜
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南税務署）とする抵当権設定登記を経由した。（甲２） 

（４）本件差押処分の経緯等 

ア Ａは、平成２０年４月１２日、死亡した。 

イ 処分行政庁は、平成２１年３月１３日、Ａの死亡を受けて、徴収法１５

２条が準用する通則法４９条１項４号に基づき、本件換価の猶予を取り消

した。 

ウ 処分行政庁は、平成２１年６月２３日、通則法５２条１項に基づき、本

件土地について担保物処分の差押えを行い（以下「本件差押処分」という。）、

原告に対し、差押書を送付した。 

（５）本件訴訟提起に至る経緯等 

ア 原告は、平成２１年８月２４日、処分行政庁に対し、本件差押処分の取

消しを求めて異議申立てをした。これに対し、処分行政庁は、同年１１月

１８日、上記申立てを棄却した。 

イ 原告は、平成２１年１２月１８日、国税不服審判所長に対し、審査請求

をした。これに対し、国税不服審判所長は、平成２２年１２月３日、上記

請求を棄却した。 

ウ 原告は、平成２３年６月６日、本件訴訟を提起した。（当裁判所に顕著

な事実） 

３ 争点に関する当事者の主張 

（１）被告の主張 

本件担保提供書類は、原告の意思に基づき真正に成立したものであり、こ

れによって本件抵当権設定契約が締結された。したがって、本件抵当権設定

契約により本件土地に設定された抵当権を前提として行われた本件差押処分

は、適法である。 

（２）原告の主張 

本件抵当権設定契約締結の事実は否認する。本件担保提供書類中の各原告
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作成部分の原告の署名は、原告の自署によるものではなく、その右横の各印

影は、Ｃが原告の実印を盗用して顕出したものであるから、本件担保提供書

類は、いずれも原告の意思に基づき真正に成立したものとはいえない。した

がって、本件抵当権設定契約が成立したということはできないから、本件土

地に抵当権が設定されていることを前提として行われた本件差押処分は、違

法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ まず最初に、平成２０年４月１日付け本件担保提供書（乙１１）及び同月７

日付け本件抵当権設定登記承諾書（乙１２）の各原告作成部分の成立の真否に

ついて検討する。 

（１）本件担保提供書（乙１１）の担保物権所有者欄及び本件抵当権設定登記承

諾書（乙１２）の抵当権設定者欄に記入された原告の氏名右横に押捺された

印影がいずれも原告の実印（印鑑登録済印鑑）によって顕出されたものであ

ることは、原告自身の認めるところであるから、上記印影は、特段の反証が

ない限り、原告の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定すべきである。 

（２）そこで、この点について検討するに、証拠（甲３、５ないし７、乙９ない

し１３、１６、１７、２５ないし２７、証人Ｇの証言、証人Ｃの証言、原告

本人尋問の結果）及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。 

ア 原告の家族関係等 

（ア）原告は、Ｈに勤務していた亡Ｂとの間に、長女Ｃ、長男Ａ及び二女Ｄ

をもうけたが、Ｃ及びＤはそれぞれ結婚し、Ａも岐阜県内のアパートで

独り暮らしをしていたため、亡Ｂの死亡後は、岐阜県内の自宅において

単身で生活していた。もっとも、Ｃは、離婚後、仕事と育児の両立を図

るため、原告宅近くの分譲マンションを購入し、以来、毎日、養護学校

教諭としての勤務を終えて帰宅するまで、原告に娘の面倒を看てもらい、

原告宅において夕食を共にしていた。Ｄも、原告宅近くのアパートに居
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住しており、週三、四回程度、原告宅を訪れ、息子の面倒を看てもらっ

たり、食事を共にするなどしていた。 

（イ）Ｃ及びＤは、原告宅に頻繁に出入りしていたことから、原告の実印を

始めとする印鑑や印鑑登録証明書の発行に必要な市民カード、重要書類

等の保管場所を知っていた。また、Ｃは、亡Ｂが死亡した際に原告の代

理人として上記市民カードを作成したため、市民カードを利用して印鑑

登録証明書の発行を受ける際に必要な暗証番号も知っていた。 

イ Ａが本件店舗を経営するに至った経緯等 

（ア）Ａは、大学卒業後、職を転々としていたところ、平成１２年頃から、

Ｅの経営するＦの従業員として本件店舗の企画業務等に従事し、平成１

９年５月頃には、Ｅから本件店舗の経営に係る権利を買い取り、オーナ

ーとして本件店舗を経営するようになった。本件店舗は、いわゆるキャ

バクラと呼ばれる飲食店であったが、その実態は、女性従業員が客に対

して性的サービスをする風俗店であった。 

（イ）Ａは、平成１９年８月、税務調査を受け、本件店舗の営業に関して多

額の税金が滞納されていることを知った。そこで、Ａは、Ｅから紹介さ

れた税理士に相談したものの、十分な助言を得られないまま、同年９月

１０日、処分行政庁に対し、平成１６年分ないし平成１８年分の所得税

並びに平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの課税期間の消費

税及び地方消費税について期限後申告をした。その結果、Ａは、２３０

０万円以上に上る本件本税の支払を迫られることになった。 

（ウ）Ａは、平成１９年９月に原告宅を訪問した際、原告やＣ、Ｄ、原告の

実妹であるＩ（以下「Ｉ」という。）に対し、税務調査を受けて納税し

なければならなくなったことを打ち明け、納税資金に充てるため、原告

から、亡Ｂの残したＡ名義の定期預金３００万円を受け取ったほか、原

告には告げずに密かにＩからも３００万円を用立ててもらった。Ａは、
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上記各金員と自己資金に加え、Ｅから約１０００万円を借り入れた上、

同月１４日、本件本税を全額納付した。 

その後、Ａは、同年１０月１６日、前記（イ）の期限後申告に係る重加

算税合計９３７万６０００円の賦課決定処分を受けた。 

（エ）Ｄは、平成１９年１０月に離婚したこともあって、その頃から、本件

店舗の経理事務を手伝うようになった。これに伴い、Ｄは、本件店舗の

実態が風俗店であることを知ったが、原告が亡Ｂの癌宣告やＣの離婚等

の際に情緒不安定となり、パニック症候群と診断されていた上、水商売

を毛嫌いしていたことから、本件店舗の実態等を秘匿するため、経理の

事務作業を行っていた原告宅の離れには原告を近づけないようにした。 

ウ Ａの入院後における原告の生活状況等 

（ア）Ａは、平成１９年１１月２８日、腰痛等の症状を訴えて、Ｊ病院に入

院した。Ａには、発熱があり、身動きできない状態であったため、原告

は、Ａに付き添って看病に当たった。 

（イ）Ａは、病名が分からないまま容態が悪化したため、平成１９年１２月

２０日、Ｋ病院に転院した。Ｋ病院では、Ａの疾患が血管炎であること

が判明し、ステロイド投与等の治療が開始された。Ａは、高熱、高血圧、

腎機能障害等を発症していた上、腰痛等のために身動きがままならない

状態であり、時折パニック状態になるなど精神的にも安定せず、精神安

定剤が投与されていた。このため、原告は、連日、病院に泊まり込んで

看病に当たり、時折入浴や着替えを取りに帰る以外は、自宅を留守にす

る状態が続いた。 

（ウ）その後、Ａは、平成２０年１月に仮退院し、原告の看護を受けながら

原告宅や自宅アパートで療養したものの、同年２月１４日には、再びＫ

病院に緊急入院した。Ａは、同年４月には、もはや手の施しようのない

状態となり、同月７日、退院して原告宅に戻り、同月１２日、死亡した。
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この間、原告は、ほぼ終日Ａの傍に付き添って看病に当たった。 

エ Ｇ税理士への税務相談の経緯等 

（ア）Ｄは、Ａが平成１９年１１月２８日に入院した後、Ａに代わって本件

店舗の集金等に当たるようになり、本件滞納国税や市県民税等の滞納が

あることを知った。Ｃは、同年１２月頃、Ｄから、同月中に納付期限が

到来する市県民税の支払について相談を受け、同月２６日、自らの定期

貯金を解約して上記市県民税１８５万円を納付した。この頃、Ｃも、本

件店舗の実態を知ったが、Ａの看病に専念している原告に心配をかけた

くなかったことから、原告には一切事情を説明せず、平成２０年３月に

は、Ａに代わって消費税を納付するため、更に約１００万円を立て替え

た。 

（イ）Ｄは、ＡがＥから紹介された税埋士への不信感や平成１９年度以降の

所得税等について懸念を示していた上、本件滞納国税の支払にも窮した

ことから、原告の実弟の妻であるＬ（以下「Ｌ」という。）から、Ｇ税

理士の紹介を受け、平成２０年２月上旬頃、Ｃ及びＬと共にＧ税理士を

訪ねた。その際、ＣやＤは、Ｇ税理士に対し、本件店舗が風俗店である

ことを打ち明けたが、原告には、ショックを与えないように本件店舗の

実態等を知らせていない旨説明し、原告への配慮を求めた。 

帰宅後、Ｄは、Ｃと共にＧ税理士を訪問した旨を報告し、Ａの了解を得

た上で、従前の税理士との顧問契約を解除し、同月１２日、Ａに代わって

Ｇ税理士に対する税務代理権限証書に押印した。 

（ウ）Ｇ税理士は、平成２０年２月１３日、岐阜南税務署において本件滞納

国税の納付方法について相談したところ、同署職員から、分割納付を希

望する場合には、担保不動産又は保証人の提供が必要である旨の説明を

受けた。これを受けて、Ｇ税理士は、Ｄに対し、担保提供可能な不動産

の有無を問い合わせたところ、原告所有の不動産がある旨回答したため、
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不動産の価格資料を持参するように依頼した。Ｄは、同年３月頃、原告

が実印等と一緒に保管していた原告所有不動産に係る「平成１７年度固

定資産税・都市計画税課税明細書」（乙１０）を持参した。その際、Ｇ

税理士は、Ｄから、原告が担保提供を承諾した旨の説明を受けたが、原

告の意思を直接確認することはなかった。 

（エ）ＣやＤは、平成２０年２月から３月の間、数回、Ｇ税理士との間で電

話や面談による打ち合わせを行い、①本件滞納国税の金額にほぼ見合う

価値を有する原告所有地を担保提供した上、本件滞納国税を分割して支

払っていく、②万一の場合に備えて、原告の自宅敷地ではなく、畑とし

て利用されている本件土地を担保に提供する、③本件滞納国税の分割納

付の原資を本件店舗の売上げから捻出するといった方針を決定した。 

このような方針決定に当たっては、Ｇ税理士から、ＣやＤに対し、①本

件店舗の収益状況を確認した結果、売上げから毎月の分割納付金を支払う

ことが可能であり、約２年間で本件滞納国税を完済できる見通しであるこ

と、②担保に提供される土地は、分割納付が滞れば処分される危険性があ

るものの、本件店舗の売上げによって分割納付・完済が可能であるから、

実際に処分に至る危険はほとんどないこと等が説明された。 

（オ）Ｇ税理士は、専らＣやＤとの間でのみ打ち合わせ等を重ね、原告と話

をする機会はなかったが、原告は入院中のＡの看病に当たっていると聞

いていたこともあって、特に気に留めることはなかった。 

オ Ａに対する担保提供についての説明状況 

（ア）Ｇ税理士は、平成２０年３月２１日、Ｋ病院に出向き、Ｄの立ち会い

の下、入院中のＡと面会した。同日は、Ｄが原告に対して自宅で休養を

とるよう勧めたため、原告が面会に立ち会うことはなかった。 

（イ）Ｇ税理士は、面会の際、Ａに対し、提出予定の平成１９年分の確定申

告の内容を報告するとともに、本件滞納国税を分割して納付していくた
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めには原告の所有地を担保に入れる必要がある旨を説明した。Ａは、顔

色が悪く、見るからに体調が悪そうで、精神も病んでいるように見受け

られたが、会話は可能な状態であり、Ｇ税理士の説明内容に特に異を唱

えるようなことはなかった。 

カ 本件担保提供書類の作成状況 

（ア）Ｃは、平成２０年３月下旬頃、Ｇ税理士から、本件担保提供に係る書

類の作成及び原告の印鑑登録証明書の提出が必要である旨の連絡を受け、

同月３０日頃、原告の印鑑登録証明書と原告の実印を携えてＧ税理士の

事務所を訪れた。 

Ｃは、Ｇ税理士の事務所において、本件担保提供書（乙１１）の担保物

権所有者欄及び本件抵当権設定登記承諾書（乙１２）の抵当権設定者欄に

原告の住所及び氏名を書き入れた上、原告の実印を押捺し、持参した印鑑

登録証明書をＧ税理士に交付した。その際、Ｇ税理士は、Ｃに対し、原告

の承諾の有無を再度確認したが、原告の意思を確認するために連絡を取る

ようなことはなかった。 

（イ）Ｇ税理士は、平成２０年４月１日、岐阜南税務署を訪れ、前記（ア）

の本件担保提供書類及び印鑑登録証明書を提出した。これを受けて、処

分行政庁は、同月７日、本件換価の猶予をした。本件換価の猶予におい

ては、本件滞納国税の納付計画として、同月から平成２１年３月までの

間、毎月２０万円を納付する旨が定められた。 

（ウ）本件土地については、平成２０年４月１０日、本件抵当権設定契約を

原因とする抵当権設定登記がされた。 

キ 本件確認書の返送状況等 

処分行政庁は、平成２０年４月８日、Ａに対して担保受領書を送付する

際、これを入れた郵便物の中に原告宛の本件確認書（乙１７）を同封し、

原告宅に発送した。Ｃは、翌９日、上記郵便物が原告宅に届いているのに
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気付いたＤから、これを受け取って開封した後、本件確認書に原告の住所

及び氏名を書き入れ、三文判を押捺した上、返送した。 

ク Ａの死亡後の経緯等 

（ア）Ａは、平成２０年４月１２日、原告宅で死亡した。なお、処分行政庁

や岐阜南税務署の職員は、Ａの生前、前記キのとおり、本件確認書を送

付した以外に、原告に対して本件土地の担保提供について連絡すること

はなかった。また、Ｇ税理士は、本件訴訟に至るまで、原告とは一度も

話をしたことはなく、本件以外に担保提供の手続を受任した経験もなか

った。 

（イ）Ｇ税理士は、平成２０年４月１３日、Ｃから、Ａが死亡した旨の連絡

を受けたため、岐阜南税務署の職員に対し、本件土地の担保解除の可否

等について照会したところ、納税義務者であるＡが死亡した以上、本件

滞納国税が納付されない限り、本件土地を差し押さえて公売手続を行う

ことになる旨の説明を受けた。そこで、Ｇ税理士は、同年５月頃、その

旨をＣやＤに伝え、相続放棄を勧めた。 

（ウ）このような事態を受けて、ＣやＤは、平成２０年６月頃、税理士Ｍ（以

下「Ｍ税理士」という。）に対し、Ａ死亡後の税務処理等を相談した。 

（エ）原告は、平成２０年６月２６日、岐阜南税務署に対し、Ｍ税理士が所

属する税理士法人を原告の代理人と定める旨の税務代理権限証書を提出

し、その頃、同税理士と共に同署において本件担保提供書類を閲覧し、

同年１０月９日には、同税理士及びＤと共に同署を訪ね、同署の職員に

対し、本件担保提供書類が原告に無断で作成されたものである旨を申し

出た。その後、原告は、同月１６日、岐阜家庭裁判所において、被相続

人をＡとする相続の放棄を申述した。 

（オ）処分行政庁は、平成２１年３月１３日、Ａの死亡を理由に本件換価の

猶予を取り消し、同年６月２３日、本件差押処分をした。 
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（３）以上（２）で認定した事実によると、次の諸点を指摘することができる。 

ア 本件担保提供書類が作成された平成２０年３月当時、原告は、入院中の

Ａに付き添って看病に当たっていたため自宅を留守にすることが多かった

上、Ｃは、原告の実印を始めとする印鑑や印鑑登録証明書の発行に必要な

市民カード、重要書類等の保管場所を知っていたばかりか、印鑑登録証明

書を取得する際に必要な暗証番号も知っていたため、Ｃが原告に無断でそ

の実印等を押捺したり、原告の印鑑登録証明書を取得することが容易な状

況にあった。 

イ 本件担保提供書（乙１１）の担保物権所有者欄及び本件抵当権設定登記

承諾書（乙１２）の抵当権設定者欄に記入された原告の署名は、原告の自

署によるものではなく、Ｃが書き入れたものである。同様に、処分行政庁

が原告の担保提供意思を確認するために送付した本件確認書（乙１７）に

記載された原告の署名も、原告の自署によるものではなく、Ｃが書き入れ

たものであるところ、本件記録を精査してみても、原告があえてＣに代筆

させる必要があったことをうかがわせる事情は見当たらない。 

ウ 本件土地の担保提供手続を担当したＧ税理士は、ＣやＤに対し、担保提

供について原告の承諾を得ているかどうかを確認したものの、原告の意思

を直接確認したことはなく、本件訴訟に至るまで、原告と話をしたことさ

えなかった。同様に、処分行政庁や岐阜南税務署の職員も、本件確認書を

送付した以外に、原告に対して本件土地の担保提供について連絡すること

はなかった。このため、ＣやＤが原告に知られずに本件土地を担保提供す

るための手続を進めることも可能な状況にあった。 

エ Ａは、平成１９年１１月２８日から平成２０年４月１２日に死亡するま

での間、重篤な症状で闘病生活を送っており、この間、原告は、Ａに付き

きりで看病に当たっていたのであるから、ＣやＤが、これ以上、原告に心

労をかけたくないと考えるのも無理からぬ状況であり、原告に心配をかけ
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ないために本件滞納国税や本件土地の担保提供を秘匿したとしても、不自

然であるとまでいうことはできない。 

オ ＣやＤは、Ｇ税理士に対し、原告には本件店舗の実態等を知らせていな

い旨説明し、原告への配慮を求めていたところ、この事実は、本件店舗の

実態が風俗店であることを原告に知られないようにするために、原告に無

断で本件土地を担保提供した旨の原告の主張とも整合するものである。ま

た、Ｇ税理士は、ＣやＤに対し、本件滞納国税は約２年間の分割納付によ

り完済可能であるため、実際に本件土地が処分される危険はない旨の説明

をしていたのであるから、ＣやＤが本件土地を失う危険はないと安易に考

えて原告に無断で担保提供をしたとしても、あながち不自然ではない。 

カ 原告は、Ａの死亡後、Ｍ税理士と共に、岐阜南税務署に出向き、本件担

保提供書類の記載を確認している。このような行動は、無断で自己の不動

産を担保に供された者が、事実関係を確認するためにとる行動として自然

なものである。 

（４）以上（３）で指摘した諸点に照らすと、Ｃが、原告の承諾を得ないままそ

の実印を持ち出して本件担保提供書（乙１１）の担保物権所有者欄及び本件

抵当権設定登記承諾書（乙１２）の抵当権設定者欄に押捺したとの推論も十

分に成り立つから、これと同旨のＣ作成の陳述書（甲６）及びＣの証言、Ｄ

作成の陳述書（甲３）、原告作成の陳述書（甲７）及び原告本人尋問の結果

中の供述記載部分ないし供述部分も、根拠のないものとして一概に排斥する

ことはできない。 

そうすると、本件担保提供書（乙１１）の担保物権所有者欄及び本件抵当

権設定登記承諾書（乙１２）の抵当権設定者欄の原告氏名右横の印影が、原

告の実印によって顕出されたものであるとしても、この一事だけでは、上記

印影が原告の意思に基づいて顕出されたものであると推認することはできず、

他に、上記印影が原告の意思に基づいて顕出されたとの事実を認めるに足り
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る証拠はない。 

そして、本件担保提供書類上の原告の氏名の記載が、原告の自署によるも

のでないことは前示のとおりであり、また、その氏名が原告の意思に基づい

て記載されたと認めるに足りる証拠も見当たらないから、結局、上記各書証

中の原告作成部分の成立の真正については、その証明がないことに帰する。 

したがって、上記各書証を本件抵当権設定契約成立についての事実認定の

資料に供することはできず、その他、本件抵当権設定契約の成立を認めるに

足りる証拠はない。 

（５）これに対し、被告は、①Ａの母である原告にとってＡを援助することは意

に反することではないから、原告に担保提供を秘匿する必要性はないし、原

告自身、本件本税の納付のために金員を用立て、Ａの租税関係の書類も自宅

に送付されていたのであるから、原告が本件滞納国税の存在や本件土地の担

保提供について知らなかったとは考え難い、②原告の主張によれば、Ａは担

保提供に反対していたのであるから、原告は、Ａから、担保提供に応じない

ように注意を受けていたはずである、③原告が本件土地の担保提供を知った

時期に関する原告とＣの供述の間には齟齬がある、④原告の主張によれば、

担保提供の事実を知った後、しばらくこれを放置していたことになり、不自

然であるなどと主張する。 

しかしながら、上記①の点については、Ａの深刻な病状やその看病に専念

していた当時の原告の状況等に照らすと、ＣやＤが原告にそれ以上の心労を

かけるのを避けるため、担保提供を秘匿したとしても不合理、不自然ではな

いことは、前記（３）エで指摘したとおりである。また、前記（２）イ及び

エ（ア）で認定したとおり、本件滞納国税の大半を占める重加算税の賦課決

定処分がされたのは、本件本税納付完了後のことであり、ＤやＣでさえ、Ａ

入院後に初めて本件滞納国税の存在を知ったというのであるから、原告が、

本件本税を納付しても、なお本件滞納国税の納付義務が残っていることを知
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らなかったとしても理解できないものではない。被告の指摘する租税関係書

類の原告宅への送付については、前記（２）ウ（イ）及び（ウ）で認定した

とおり、原告は、平成１９年１１月２８日以降、Ａの看病のため、自宅を留

守がちにしていたのであるから、租税関係書類がその自宅に送付されたとい

うだけでは、原告がこれを受領し、本件滞納国税の存在を認識するに至った

ということはできない。 

上記②の点については、Ａが原告に対して担保提供について言及したこと

を認めるに足りる証拠はないし、前記（２）ウ（ウ）及びオ（イ）で認定し

たＡの深刻な病状や当時の精神状態等に照らせば、Ａと原告との間で、担保

提供に関する会話が交わされることがなかったとしても不自然ではない。 

上記③の点については、原告及びＣの供述は、原告が担保提供を知るに至

った日時までは明確に特定されていないものの、Ａの死後、相続放棄に係る

協議の際に担保提供の事実が発覚し、原告とＭ税理士による本件担保提供書

類の確認を経て、Ｃから具体的な説明がされたという経過を辿ったという点

ではほぼ一致しており、原告の主張に疑義を挟むほどの齟齬があるというこ

とはできない。 

上記④の点については、数か月にわたる付ききりの看病もむなしく、未だ

年若い息子に先立たれた原告の心情は、察するに余りあるということができ

る上、前記（２）ク（エ）で認定したとおり、Ａの死亡後、原告は、相続放

棄等の諸手続も進めなければならなかったことや、身内による文書偽造を明

るみに出すについては熟慮を要したであろうことをも併せ考慮すると、原告

が直ちに文書偽造の事実を申し出なかったからといって、原告が担保提供を

承諾していたということはできない。 

したがって、いずれにしても、被告の上記主張は、採用することができな

い。 

２ 本件抵当権設定契約の成立を認めることができないことは、前記１で認定、
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説示したとおりであるところ、通則法５２条１項に基づく担保財産の差押処分

は、当核財産が有効に担保提供されていることを前提とするものであるから、

本件土地に対する有効な担保提供があったということができない以上、本件差

押処分は、違法というほかはない。したがって、本件差押処分は、取消しを免

れないというべきである。 

３ 以上のとおり、原告の本件請求には理由があるから、これを認容することと

し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、

主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官  福井章代 

裁判官  笹本哲朗 

   裁判官  山根良実 
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